
 

  
令和３年２月８日（月）～令和３年２月２１日（日） 

                                            ※ 終期は予定。状況をみて判断。 

 町民のみなさまのご協力によりまして､栃木県につきましてはこの度､国の緊急事態
宣言が解除されることになりました｡ありがとうございました｡しかし､栃木県は感染者
数を減らすため､警戒度レベルを最高の「特定警戒」に据え置くこととしました｡ 
感染防止と社会経済活動の両立を図るため､県より以下の協力要請･協力依頼があり

ましたので､ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます｡  
◆ 県民のみなさまへ 

   医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外

での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、日中も含めた、不要不急

の外出自粛をお願いします。 

特に、緊急事態宣言の対象地域への往来や、２１時以降の外出につきましては、自粛くださいま

すよう、お願いします。 

また、感染リスクが高まる「５つの場面」(※) に注意していただき、特に大人数の会食は控えるように

してください。※ ５つの場面･･･ ① 飲酒を伴う懇親会等 ② 大人数・長時間の飲食 ③ マスクなしでの会話

④ 狭い空間での共同生活 ⑤ 居場所の切り替わり 
 

◆ 事業者のみなさまへ  
▪飲食店(カラオケ店を含む)のみなさまには、営業時間の短縮（２１時まで）へのご協力をお願いし
ます。※ご協力いただくと新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金【第３弾】が支給されます。要件等ござ

いますので､コールセンター(☎028-341-1787)にお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。  
▪「出勤者数の７割減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、ローテーション勤務等を推進するととも 

に、２１時以降の勤務の抑制に努めていただくようご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 
 

出典：栃木県 HP より 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

号外 Ｒ３.２.８ 
新型コロナウイルス特別号 

警戒度レベル 「特定警戒」 における対応について 

 

 

 

会話をする時は、マスクをすることを徹
底していただくため、 

「会話
カ イ ワ

する
ス ル

＝
ハ

マスク
マ ス ク

する
ス ル

」  
と県民運動として展開しています。 

食事中は会話を控え、特に飲食店などで
は 「黙食」 するようにしましょう。会食の
場で会話する際は、マスクの着用を忘れず
にお願いいたします。 

 

 

 

 黙食のススメ 



 
 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、経済に与える影響を緩和するべく様々な支援策が講じられている中で、主な支援策をお知らせいたします。申請期限もござ

いますので、詳細につきましては、お問い合わせいただくか、各ホームページにてご確認ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

 

 

   

  

 

 
事業所の           

コロナ感染防止対策を 

行いたい！ 

新型コロナウイルス感染症の影響に対する主な経済支援策 
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 中小企業で働き、休業手当を受け取ることができなかった

従業員（パート、雇用保険未加入のアルバイトも含む）に対して日額最大 11,000 円支給。個人申請可能。 

※ 事業主が労災保険未加入でも申請は可能。（ただし、円滑な支給のためには事業主の協力も必要です。） 

※ 1 日 8 時間勤務から 3 時間勤務になるなど短時間休業も、支援金・給付金の支給対象。  

コールセンター 
0120‐221‐276 

休業期間中、 

賃金が支払われず 

困っている･･･ 

賃金が払えない･･･ 

雇用を維持できず 

困っている･･･ 

雇用調整助成金 事業主が、休業により労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当（パート・アルバイトを含む）

の一部を助成。 

※ 雇用保険に加入済、またはこれから加入する事業者が対象。雇用を維持する中小企業は一律 10 割助成。 

※ 日額上限 15,000 円。 

事業継続応援金 国の持続化給付金未受給者で、国の対象とならない売上減少が 20％以上 50％未満（令和２年１月

～12 月分）の事業者に対し、給付金を支給。法人：最大 30 万円､個人事業主：最大 20 万円。令和３年２月 28日まで。 
売り上げ減で資金繰り

が厳しい･･･ 緊急対策資金 コロナの影響により、業績が悪化している町内の中小企業者を対象に融資し、資金繰りを支援。 

運転資金最大 1,000 万円、貸付期間 5 年以内（据置 1 年以内）保証料全額補助、利子補給３年間、利率 1.0％。 

新型コロナパワーアップ資金 県内の中小企業者を対象に、経営の安定に必要な運転資金、設備資金および借換資金

を融資し、資金繰りを支援。最大 6,000 万円以内、貸付期間 10 年以内、据置 5 年以内。保証料 1/2 補助・全額補助、

利子補給 3 年間、利率 1.4％以内。 

創業支援・業種転換補助金  
創業や業種転換をする事業者に、備品購入、店舗リフォームなどに対し、最大 45 万円を助成。 

創業、 

業種転換したい！ 

地域企業感染症対策支援補助金 新しい生活様式への対応のために必要なパーテーション、サーマルカメラ等の

購入費等の助成や、非対面型のビジネスモデル転換の経費を助成 。（上限 300 万円） 

  ※ 予算上限に達し次第終了。 

コロナ感染症拡大防止対策事業費補助金 消毒液、アクリルパネル等感染予防資材等の購入費を補助。 

補助限度額 10 万円（10/10 以内、1 回限り）※ 1,000 円未満切捨て。 

コールセンター 
0120‐60‐3999 

町企画振興課 
0285‐68‐1118 

地域企業感染症対策 
支援補助金事務局 
028‐678‐6815 

栃木県経営支援課 
028‐623‐3181 

町企画振興課 
0285‐68‐1118 

市貝町商工会 
0285‐68‐0071 

緊急小口資金 コロナの影響で収入の減少があった世帯へ最大20万円を貸付。（郵送可） 

総合支援資金 コロナの影響で収入の減少があった世帯へ、月額15万円（単身世帯）または月額20万円（２人以上の 

世帯）を貸付。 ※ 貸付期間については、町社会福祉協議会へご相談ください。（原則窓口申請） 

住居確保給付金 コロナの影響による離職等で賃貸家賃の支払いが困難な方に、家賃の一部を補助。  

※ 給付期間については、町健康福祉課福祉係へご相談ください。（原則窓口申請） 

町社会福祉協議会 
0285‐68‐3151 
※必ず電話予約 

のうえ、お越し下さい。 

町健康福祉課福祉係 
0285‐68‐1113 
※電話予約のうえ､お越し下さい｡ 

収入が減って、生活が

  厳しい･･･ 

家賃 



新型コロナを理由とした偏見や差別、いじめなどは決して許されません！  
”おもいやり”と”やさしさ”を持って、コロナとの闘いを乗り越えましょう。  

 

 

 

 

 

 

 
緊急事態宣言解除による町施設の休業・営業時間変更等のお知らせ 

   

         

  施設名 再開・営業時間の変更等 問い合わせ先    

  中央公民館 

２月９日(火)～２月２１日(日)                    

町民の方限定で再開（利用時間 ～20:00）                   

生涯学習課    

68-0020 

   

  ふれあい館    

  きら里館    

  町民ホール    

  勤労者体育センター 

２月９日(火)～２月２１日(日)                     

町民の方限定で再開（利用時間  ～20:00） 

※ 城見ヶ丘運動公園の利用時間は 17:00 まで  

※ 利用は練習のみ可、大会や試合の利用は不可                           

   

  城見ヶ丘運動公園    

  北運動場    

  テニスコート    

  農業者トレーニングセンター    

  武道館    

  学校開放施設・    
小中学校体育館 

   

  入野家住宅 
(土･日･祝日の内部開放) 

２月１１日(木)～２月２１日(日)                  
県民の方限定で再開（開放時間 9:00～15:00）                                               

   

  歴史民俗資料館 
２月１３日(土)～２月２１日(日)                      

県民の方のみ入館可（利用時間 9:30～17:30） 
   

  市貝町立図書館 
２月９日(火)～２月２１日(日)                      

県民の方のみ利用可（利用時間 9:30～17:30）                                                                        

図書館      

68-4380 
   

  道の駅サシバの里いちかい 

農産物直売所 
営業時間 ９:00～17:00       

道の駅     

68-3485 

   

  道の駅サシバの里いちかい 

ふれあいスペース 

ラーメン麺蔵        平日 10:30～15:00             

ああああああああ     土日祝 10:00～15:00                

レストランはな          11:00～14:00       

夢陶房                9:30～16:00      

カフェ三四八           8:00～16:00 

   

  道の駅サシバの里いちかい       
プレミアムジェラートみるく 

営業時間 9:30～16:00    

  道の駅サシバの里いちかい 

まちおこしセンター・観光協会 
営業時間 9:00～17:00    

  市貝温泉健康保養センター 
２月８日(月)～２月２１日(日)                

県民の方限定で再開（営業時間 10:00～20:00）                        

健康福祉課    
68-1133 

   

  木曜日戸籍・税務窓口延長 ２月１８日(木)～ 再開 
税務課 

68-1112 
   

  
第 2・4土曜日 

個人番号カード受取 
２月１３日(土)～ 再開 

町民くらし課 
68-1114    

 

編 集・発 行 市貝町大字市塙 1280 番地 市貝町総務課 ☎68-1111 

町ホームページ http://www.town.ichikai.tochigi.jp 

緊急事態宣言解除による町施設の再開･営業時間変更等のお知らせ 


